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（遵守費用）

（行政費用）

規制の事前評価書（簡素化）（要旨）

法律又は政令の名称 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案（仮称）
規制の名称 適正な利用義務の明確化
規制の区分 新規
担当部局 個人情報委員会事務局
評価実施時期 令和２年３月
簡素化した規制の事前評価の
該当要件

ⅰ

規制の目的、内容及び必要性 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により、個人情報を利用してはならないことを、個人情報取扱事業者に対して義務付けない場合、現行法での
規定に照らして明らかに違法とまでは断定できないものの、本法の法目的である個人の権利利益の保護の観点から、社会通念上、適正と認められる方法による個人情報の
利用であるとは必ずしも言えない利用の方法に対しては、本法を根拠として委員会の執行の対象とすることが困難になり、こうした違法又は不当な行為が実際に行われた場
合は、当然に、当該個人情報に係る本人の権利利益が侵害されることとなる。また、本法においては、保有個人データの利用停止等を請求できる場合の要件として、一定の
法違反に限定されているところ、本人による自らの個人情報への関与の機会を強化する観点からも、上記のような方法による個人情報の利用を違法化し、利用停止等の請
求の要件に含まれるようにすることが、本法の法目的である個人の権利利益の保護の観点から肝要である。
したがって、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法による個人情報の利用の禁止を個人情報取扱事業者に対して義務付けることにより、そのような
方法による個人情報の利用を委員会の執行の対象とするとともに、本人による利用停止等の請求の要件に含まれるようにすることとするものである。

直接的な費用の把握 費用の要素

遵守費用は発生しない

新たな行政費用は発生しない

備考

副次的な影響及び
波及的な影響の把握

いずれも影響は限定的

その他関連事項 個人情報保護委員会において有識者、関連団体ヒアリングを実施

事後評価の実施時期等
改正法が成立した場合、附則において法律の施行後三年ごとの見直し規定を設ける予定


